
   
 
 
 
 
 
 
 

１１月３０日（木）は固定資産税４期分と 

国民健康保険税５期分の納期限です。 

あなたと町の情報ネットワーク ● ２０２３年１０月３１日 ５０８号 

編集と発行  ● 鶴 田 町 企 画 観 光 課  ℡ 22-2111 内 線 26３ 

訓 練 放 送 の お 知 ら せ
 

令和 5年 11 月 15 日（水）11:00 頃（予定）に、防災行政無線や登録制メール（つるりんほ

っとメール）を使用して、Ｊアラートの訓練放送がありますので、予めご了承ください。  

●問い合わせ先 総務課 人事行政班（内線 271） 

建 設 整 備 課 か ら の お 知 ら せ 
 

浄水場の高圧気中開閉器の交換作業のため、一時的に配水ポンプを停止します。電力切替

に要する約 1分間は大幅に水圧が低下します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

●日  時 11 月 9 日（木） 10 時及び 14 時 (作業状況により前後する可能性あり) 

●場  所 鶴田町浄水場 

●作業内容 浄水場の高圧気中開閉器の交換作業 

●問い合わせ先 建設整備課 上下水道班（内線 283） 

令和 5 年度鶴田町 10％プレミアム商品券を販売いたします 
 

鶴田町商工会では、鶴田町の協力のもと、地域における消費を喚起・下支えするため、こ

の度「鶴田町 10％プレミアム商品券」を販売いたします。 

●販 売 日 12 月 13 日（水） 

●販売価格 1 冊 1 万円：1,000 円券×11 枚（全店共通券 8枚＋地元券 3枚） 

●購入可能冊数 1 人 3 冊（30,000 円分）まで購入可能 

※先着順となります。 

※その他、商品券に関する詳しい内容詳細については、11 月 15 日（水）に配布予定の広報折

込チラシをご覧ください。 

●問い合わせ先 鶴田町商工会 ☎22-3414 



 
  

ヘルプマーク・ヘルプカードについて 
 
●ヘルプマークとは 

外見では障害があると分からなくても援助や配慮が必要だということを 

周囲に知らせるためのものです。 

このマークを見かけたら、電車内で席を譲る、困っているようであれば 

声をかけるなど思いやりのある行動をお願いします。 

●ヘルプカードとは 

障害のある方が困った時に助けを求めるため 

のもので、「手助けが必要な人」と「手助けが 

できる人」をつなぐカードです。このカード 

の提示がありましたら、記載されている内容 

に沿って支援をお願いします。 

●配布方法など 

対象者は、鶴田町在住で、身体障害、知的障害、発達障害のある方など、援助や配慮を必要として

いる方です。（障害者手帳の有無は問いません） 

 配布場所は、町民生活課福祉支援班③番窓口です。 

申請方法は、「ヘルプマーク・ヘルプカード配布申込書」を窓口へ提出してください。申込書は、窓

口に準備しているほか、町ホームページからダウンロードできます。 

●ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発について 

 青森県ではポスターの掲示やチラシの配布、下記ホームページなどによりＰＲを行い、普及活動に

取り組んでいます。(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/herupumaku.html) 

●問い合わせ先 町民生活課 福祉支援班（内線 163） 

小中学生のインフルエンザ 
予防接種を一部助成します 
 
 鶴田町に住所を有する小学生・中学生がイン

フルエンザの予防接種をした際の費用を一部助

成します。 

●実施期限 令和6年1月31日 

●助成金額 1回1,000円 

 詳しくは9月下旬に学校で配布または郵送さ

れているチラシにてご確認ください。 

●問い合わせ先 

 教育委員会 学務総務班（内線214） 

「鶴田町暮らしの便利帳」の広告主募集について 
 

町では、官民協働による「鶴田町暮らしの便利帳」の発行を、2024 年 4月に予定しています。 

本冊子は、町が提供するさまざまなサービスなどの町民生活に有用な行政情報を掲載するととも

に、企業広告を掲載しており、株式会社サイネックスと官民協働事業で発行し、町内へ毎戸配布を行

います。 

この便利帳作成にあたり、広告主を募集するため、株式会社サイネックスの社員が事業所を訪問さ

せていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

●広告に関する問い合わせ 株式会社サイネックス青森支店 ☎017-775-3623 

●問い合わせ先 企画観光課 まちづくり班（内線 263） 

鶴田町身体および知的障害
者相談員について 
 

今年も福祉関係などに関する相談に応じます

ので、お知らせします。 

●身体障害者相談員 

 山田 豊実（山道） ☎090-1492-1043 

  神   美幸（鷹ノ尾）☎22-6035 

●知的障害者相談員 

神   美幸（鷹ノ尾） 

●問い合わせ先 

 町民生活課 福祉支援班（内線 163） 

ヘルプマーク(赤色) 

ヘルプカード 



 
 １１月行事予定 

  
小学校 

28 日 芸術鑑賞教室 

  

中学校 

10 月 31 日

～2日 修学旅行（2年） 

9～10 日 第 3回定期テスト（3年） 

17 日 芸術鑑賞教室 

22 日 第 4回実力テスト（3年） 

22、24 日 第 3回定期テスト（1、2年） 

大規模な土地取引には 
届出が必要です  

国土利用計画法により、一定面積以上の土地

（※①）について、土地売買等の契約（※②）

をした場合は、町役場を通して、県に届け出る

必要があります。 

土地の権利取得者（売買の場合であれば買

主）は契約（予約）締結日から 2週間以内に鶴

田町役場企画観光課へ届け出てください。 

※①イ．市街化区域：2,000 ㎡以上 

ロ．イを除く都市計画区域：5,000 ㎡以上 

ハ．都市計画区域以外の区域：10,000 ㎡以上 

※イ、ハについては、鶴田町内において該当は

ありません。 

※個々の面積は小さくても取得する土地の合

計が上記の面積以上となる場合には、個々の

取引ごとに届出が必要となる場合がありま

す。 

※②売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲

渡（営業譲渡）、譲渡担保、地上権・賃借

権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信

託受益権の譲渡、地位譲渡 など 

 なお、これらの取引の予約である場合も

含みます。 

●届出をしないと 

 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、

6カ月以下の懲役または 100万円以下の罰金

に処せられる場合があります。 

●提出書類、審査内容等詳細 

 青森県県土整備部監理課ホームページをご

覧ください。 

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/

kendo/kanri/todokede.html) 

●問い合わせ・届出先 

 企画観光課 まちづくり班（内線 263） 

「労働委員会委員による労
働相談会」について 
 
 個々の労働者と事業主との間に生じた労働問

題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラ

など）について、青森県労働委員会委員が相談に

応じます。 

●開催日時及び場所 

開催日 時間 

11月 7日（火） 13:30～15:30 

11月19日（日） 10:00～12:00 

12月12日（火） 13:30～15:30 

12月17日（日） 10:00～12:00 

●場 所 青森県労働委員会 

（東奥日報新町ビル4階） 

●対象者 県内の労働者・事業主 

●対応者 青森県労働委員会委員 

●その他 ・費用無料、秘密厳守 

・随時受付（予約優先） 

●問い合わせ先 青森県労働委員会事務局 

 ☎017-734-9832  FAX 017-734-8311 

リンク https://www.pref.aomori.lg.jp/sos

hiki/roi/roi-sodankai.html 

JICA
ジ ャ イ カ

海外協力隊募集 
 
 独立行政法人国際協力機構（JICA）は、開発途

上国で現地の人々と同じ生活をしながら、ともに

働き、国づくりに貢献するボランティアを募集し

ています。 

●応募受付期間 

 2023年11月1日（水）～12月11日（月） 

●「JICA 海外協力隊2023年秋募集説明会」 

会  場：弘前学院大学 1号館4階 

大講義室（弘前市稔町13-1） 

開催日時：11月25日（土）14:00～16:00 

（入退場自由） 

参 加 費：無料、予約不要 

 その他の説明会に関しては以下までお問い合

わせください。 

●問い合わせ先 

 （公社）青年海外協力隊 JOCA 東北（業務委託

先） ☎0223-36-9851 

 E-mail：boshu-tohoku@joca.or.jp 

JICA 海外協力隊ウェブサイト 

https://www.jica.go.jp/volunteer/ 

給食の献立表

はこちらから
確認できます 



令和 5 年 

介護予防事業 ※詳細は「社協だより」をご覧ください。 
 

からだ すっきり! さっぱり! 健康運動教室 
★開催日：１１月１０日（金）、１１月２８日（火）   ★場 所：役場 国際交流会館ホール      

★時 間：午前１０時～１１時（受付９時３０分～）※会場には９時３０分以降にお越しください。 
  

 

「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 
鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

★日 時：１１月６日（月）、１１月２０日（月）午後１時～３時   ★場 所：鶴遊館 栄養指導室 
 

発熱、のどの痛み、咳などの症状、だるさ（体調不良）がある場合は、各種行事への参加を控えてくださるよう 

お願いします。また、来場する際はマスクの着用にご協力をお願いします。 

               
   

   
  ◆新型コロナワクチンに関するお知らせ◆ 

◎詳細は、9 月 15 日に毎戸配布したチラシをご覧ください。  ◎各接種の対象年齢は、接種時点の満年齢です。    

◎転入された方や接種券を紛失された方は、健康保険課までお問い合わせください。 

◎予約・相談専用電話  TEL 0173－22－6001（平日 午前 9 時～午後 4 時 30 分） 

LINE、Web サイトからも予約可能です。 
 

◆新型コロナウイルス感染症対策について◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年秋開始接種【12 歳以上】 

・実施期間：令和５年１０月～令和６年３月まで 

・対象：初回接種（１・２回目）を終了し、前回接種日から３か月以上経過した１２歳以上の方  

・ワクチンの種類：オミクロン株 XBB 対応ワクチン 

・接種券等：接種券は、初回接種（１・２回目）を終了した方に順次発送します。 

      予約受付時に混み合うことを避けるために、ワクチンの供給状況に応じ、小分けにして発送します。 

      接種券に同封するチラシの「予約開始日時」以降に予約してくださるようご協力をお願いします。 

小児接種【5～11 歳】及び乳幼児接種【生後６か月～４歳】 

小児 
令和５年 

秋開始接種 

・対象：初回接種（１・２回目）を終了し、前回接種日から３か月以上経過した５～１１歳の方 

・ワクチンの種類：小児用オミクロン株 XBB 対応ワクチン 

・接種方法：小児接種は、１１月と１２月に集団接種を行います。 

乳幼児 
令和５年 

秋開始接種 

・対象：初回接種（１・２・３回目）を終了し、前回接種日から３か月以上経過した生後６か月～４歳の方 

・ワクチンの種類：乳幼児用オミクロン株 XBB 対応ワクチン 

・接種方法：乳幼児接種は、広域接種（西北五医療圏域）を行っています。 

・接種券等：初回接種（小児１・２回目または乳幼児１・２・３回目）を終了した方に、順次発送します。 

      接種日時や予約方法等の詳細は、接種券に同封するチラシをご覧ください。 

※接種を判断する材料として、接種券に同封する「厚生労働省新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」を参考にして

ください。 

連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

町の保健だより 

 

《新型コロナに関する各種問い合わせ・医療機関の紹介、健康面（後遺症含む）・予防方法等の相談》 
 

・青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談        ・厚生労働省電話相談窓口 TEL 0120-565653 

TEL 0570－065－965(24 時間対応、土日・祝日含む)  ・役場 健康保険課        TEL 22-2111 

冬期総合健診のお知らせ：１１月２６日(日)、２７日(月)、２８日(火)の計３日間 
特定健診、胃・大腸がん検診の申込みは随時受付しています。健(検)診料は無料です。今年度対象で、夏期総合 

健診を受けられなかった方は、ぜひご利用ください。 

※肺がん検診はありません。 

※オプション：前立腺がん検診（50 歳以上の男性で希望する方のみ自己負担 2,200 円で受けられます） 

１１月は児童虐待防止推進月間です 
※児童虐待かもと思ったら迷わずお電話ください。匿名で行うことも可能です。  

内容や連絡者に関する秘密は守られます。 

児童相談所 全国共通ダイヤル     

☎１８９（いちはやく） 


